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は
じ
め
に

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
税
関
職
員
が
、
国
境
で
行
う
税
関
検
査
等
を
「
国
境
に
於
け
る
捜
索
（
１
）」

の
例
外
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修

正
の
実
体
要
件
と
手
続
要
件
の
例
外
と
し
て
き
た
。

　

こ
の
中
に
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
の
低
い
も
の
か
ら
そ
う
で
な
い
も
の
ま
で
種
々
の
も
の
が
あ
る
。T

（
２
）

erry 

で
、
伝
統
的
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国境に於ける自動車の捜索とプライヴァシー

な
基
準
で
は
逮
捕
に
至
ら
な
い
短
時
間
の
身
柄
拘
束
も
、
第
四
修
正
に
い
う
押
収
（seizure

）
に
あ
た
る
と
判
示
さ
れ
、
政
府
の
行
為

が
、
第
四
修
正
上
の
捜
索
・
押
収
に
該
た
る
と
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
第
四
修
正
上
の

合
理
性
は
、C

（
３
）

am
ara 

以
後
、
そ
の
捜
索
・
押
収
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
公
共
の
利
益
と
そ
れ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の

利
益
と
の
比
較
衡
量
に
よ
り
判
断
さ
れ
て
き
て
い
る
（
４
）。

　

こ
の
よ
う
な
判
例
法
理
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
二
〇
〇
四
年
に
、
国
境
に
お
け
る
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク

を
車
両
か
ら
外
し
、
分
解
し
て
の
税
関
検
査
は
、
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
な
い
の
で
、
国
境
を
越
え
た
と
の
事
実
が
あ
れ
ば
許
さ

れ
る
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
に
該
た
る
旨
の
判
決
を
下
し
た
（
５
）。

　

わ
が
国
で
は
、
憲
法
三
三
条
、
三
五
条
は
、「
身
体
」「
住
居
、
書
類
、
所
持
品
」
を
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
領
域
と
し
て
保
障
し
、
こ
の
領

域
に
政
府
が
干
渉
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
実
体
要
件
と
し
て
、
正
当
理
由
、
押
収
対
象
物
の
明
示
、
捜
索
場
所
の
明
示
を
、
手
続
要
件

と
し
て
事
前
の
令
状
審
査
を
要
件
と
し
て
い
る
。
最
高
裁
は
、
昭
和
四
七
年
に
憲
法
三
五
条
が
行
政
手
続
に
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と

を
示
し
た
が
（
６
）、
こ
の
規
定
が
、
国
境
に
於
け
る
税
関
検
査
等
の
行
政
手
続
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
。

　

本
稿
は
、
伝
統
的
な
基
準
で
は
捜
索
・
押
収
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
が
国
の
税
関
検
査
等
を
憲
法
三
三
条
や
三
五
条
の
枠
組
み
の
中

で
分
析
し
、
妥
当
な
要
件
を
設
定
す
る
た
め
の
参
考
と
し
て
、
合
衆
国
の
国
境
に
お
け
る
捜
索
の
例
外
の
法
理
を
分
析
し
、
特
に
自
動
車
の

ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
車
両
か
ら
外
し
、
分
解
し
て
の
検
査
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

註（
１
）　

see generally, 5 L
a Fave, Search and Seazure (4

 th ed. 2004) §10.5, Ittig, T
he R

ites of Passage: B
order Searches and the Fourth 
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A
m

endm
ent, 40 Tenn. L

. R
ev. 329 (1974); R

obb,W
arrantless B

order Seaches: C
rossing the B

oundary of U
nreasonableness, 19 S. 

Texas L
. J. 265 (1978); N

otes, 74 C
olum

. L
. R

ev. 53 (1974); 53 C
ornell L

. R
ev. 871 (1968); 21 R

utgers L
. R

ev. 513 (1967); 77 Yale L
. J. 

1007 (1968); C
om

m
ents, 32 Sw

. L
. R

ev. 513.

（
２
）　

Terry v. O
hio, 392 U

. S. 1 (1968).

（
３
）　

C
am

ara v. M
unicipal C

ourt, 387 U
. S. 523 (1967). 

本
件
を
分
析
、
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
塚
本
重
頼
「
行
政
上
の
立
入
検
査
と
令
状
の

必
要
性―

C
am

ara v. M
unicipal C

ourt―

」
判
時
五
五
三
号
二
一
頁
、
園
部
達
夫
・
田
中
館
照
橘
「C

am
ara v. M

unicipal C
ourt of San 

Francisco, 387 U
. S. 523 (1967)―

行
政
上
の
立
入
検
査
に
は
令
状
を
必
要
と
す
る
か
」
ア
メ
リ
カ
法
一
七
九
一―

一
、
一
一
一
頁
。

（
４
）　

L
a Fave, A

dm
inistrative Searches and Fourth A

m
endm

ent: C
am

ara and See C
ases, 1967 Suprem

e C
ourt R

ev. 1, 37 (1967). 

佐
藤
幸

治
「『
行
政
調
査
』
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
（
一
）、（
二
）」
法
学
論
叢
九
七
巻
三
号
一
頁
、
同
九
七
巻
四
号
一
頁
、（
二
）
一
六
頁
、
洲
見
光
男

「
行
政
捜
索
と
修
正
四
条―
事
業
所
へ
の
立
入
検
査
を
中
心
に―

」『
西
原
春
男
先
生
古
稀
記
念
祝
賀
論
文
集
』
第
四
巻
七
五
頁
、
八
二
頁
、

拙
稿
「
行
政
調
査
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
客
観
的
期
待
」
海
上
保
安
大
学
校
研
究
報
告
四
四
巻
二
号
五
三
、
六
二
頁
。

（
５
）　

U
nited States v. F

lores-M
ontaro, 541 U

. S. 149  (2004).

（
６
）　

参
照
最
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
二
日
刑
集
二
六
巻
九
号
五
五
四
頁
。

二　

国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索

（
一
）　

合
衆
国
で
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
は
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
の
実
体
要
件
と
手
続
要
件
の
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
ま
ず
、
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
法
理
の
展
開
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　

国
境
に
於
け
る
捜
索
が
、
第
四
修
正
に
照
ら
し
て
合
理
的
か
否
か
に
つ
い
て
、
初
め
て
言
及
さ
れ
た
合
衆
国
最
高
裁
の
判
断
は
、
一
九
二

五
年
のC

（
７
）

aroll 

で
あ
る
。

（
１
）　

本
件
は
、
禁
酒
法
違
反
の
摘
発
に
従
事
し
て
い
た
捜
査
官
が
、
禁
制
品
た
る
酒
類
積
載
の
相
当
理
由
の
あ
る
車
両
を
停
止
さ
せ
無
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令
状
で
酒
類
を
発
見
し
、
こ
の
無
令
状
の
捜
索
の
合
憲
性
が
争
点
と
さ
れ
た
。

（
２
）　

タ
フ
ト
首
席
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
自
動
車
が
他
の
法
域
（jurisdiction

）
に
容
易
に
逃
走
し
う
る
旨
を
指
摘
し
て
、
自

動
車
の
可
動
性
を
理
由
に
緊
急
性
の
例
外
と
し
て
本
件
無
令
状
捜
索
の
合
憲
性
を
認
め
た
。

　

そ
し
て
、
傍
論
で
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
国
境
を
越
え
て
入
国
す
る
者
を
自
国
の
安
全
確
保
の
た
め
停
止
さ
せ
、

入
国
者
の
入
国
の
権
利
の
確
認
と
、
所
持
品
と
し
て
の
携
行
品
の
輸
入
の
合
法
性
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
は
、
第
四
修
正
に
照
ら
し
て
合
理

的
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
合
法
に
国
内
に
い
る
者
は
公
道
を
走
行
す
る
権
利
が
有
す
る
の
で
、
そ
の
車
両
を
停
止
、
押
収
し
、
中
を
捜
索
す
る
に

は
、
禁
制
品
の
存
在
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
の
相
当
理
由
の
具
備
が
要
件
と
な
る
と
判
示
し
た
。

（
３
）　

C
aroll

で
は
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
の
根
拠
を
、
自
国
の
安
全
確
保
に
求
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、C

aroll

は
、「
自
動
車
の
例
外
（
８
）」
を
認
め
た
最
初
の
合
衆
国
最
高
裁
の
判
断
で
あ
り
、
自
動
車
が
他
の
法
域
に
容
易
に
逃
走
し

う
る
旨
を
指
摘
し
、
可
動
性
を
理
由
に
令
状
要
件
に
対
す
る
緊
急
性
の
例
外
を
認
め
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
の
根
拠
が
、
自
国
の
安
全
確
保
に
あ
る
の
か
、
緊
急
性
の
例
外
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
後
の
判

例
で
争
点
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
二
）　

そ
の
後
、
一
九
七
七
年
のR

（
９
）

am
sey

で
は
、
国
際
郵
便
の
不
審
事
由
に
基
づ
く
無
令
状
捜
索
が
合
憲
だ
と
判
示
さ
れ
た
。

（
１
）　

レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
は
、
自
国
内
に
入
る
人
と
財
産
を
停
止
さ
せ
、
検
査
す
る
こ
と

に
よ
り
、
自
国
の
安
全
を
確
保
す
る
主
権
（the right to the sovereign to protect itself

）
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
捜
索
が
国
境

で
行
わ
れ
た
と
の
事
実
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
要
件
を
充
足
し
、
相
当
理
由
を
欠
く
無
令
状
の
も
の
で
も
、
第
四
修
正
に
照
ら
し
て
合
理
的

で
あ
る
と
判
示
し
た
。
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ま
た
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
は
、「
緊
急
性
の
例
外
」
の
法
理
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
、C

aroll

は
、
無
令

状
捜
索
を
、
相
当
理
由
の
存
在
が
要
件
と
な
る
も
の
と
、
相
当
理
由
の
存
在
が
要
件
と
な
ら
な
い
も
の
と
に
分
け
、
国
内
に
お
け
る
自
動
車

の
例
外
は
前
者
に
該
た
り
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
は
後
者
に
該
た
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
で
は
、
相
当
理
由
の
存

在
は
要
件
と
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

（
２
）　

R
am

sey
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
を
認
め
た
初
め
て
の
合
衆
国
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。

（
ⅰ
）　

本
件
で
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
の
根
拠
が
争
点
と
さ
れ
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ウ
チ
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
の
ア
プ
ロ
ウ
チ
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
の
根
拠
を
、
憲
法
上
の
制
約
の
下
で
、
自
国
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
誰
と
何

を
国
外
か
ら
国
内
に
入
れ
る
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
国
家
主
権
に
あ
る
と
す
る
ア
プ
ロ
ウ
チ
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ウ
チ
に
よ
れ
ば
、
国

境
に
於
け
る
捜
索
は
、
対
象
の
人
ま
た
は
物
が
国
境
を
越
え
て
国
内
に
入
っ
た
と
の
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
第
四
修
正
に
照
ら
し
て

合
理
的
と
な
る
。

　

第
二
の
ア
プ
ロ
ウ
チ
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
の
根
拠
は
、「
緊
急
性
の
例
外
」
に
あ
る
と
す
る
ア
プ
ロ
ウ
チ
で
あ
る
。
こ
の
ア

プ
ロ
ウ
チ
に
よ
れ
ば
、
相
当
理
由
の
存
在
が
実
体
要
件
と
な
り
、
令
状
入
手
の
時
間
的
余
裕
の
な
い
こ
と
、
即
ち
緊
急
性
の
例
外
に
あ
た
る

こ
と
が
手
続
要
件
と
な
る
（
亜
）。

　

本
件
法
廷
意
見
は
、
第
一
の
ア
プ
ロ
ウ
チ
を
採
る
と
判
示
し
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
は
、
対
象
の
人
又
は
物
が
国
境
を
越
え
て
国
内
に

入
っ
た
と
の
事
実
が
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
、
第
四
修
正
に
照
ら
し
て
合
理
的
と
な
る
旨
明
言
し
た
。

（
ⅱ
）　

以
上
の
よ
う
な
国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
は
、
ど
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

合
衆
国
で
は
、T

（
唖
）

erry 

で
、
伝
統
的
な
逮
捕
至
ら
な
い
短
時
間
の
身
柄
拘
束
も
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
に
い
う
押
収
（seizure

）
に
該

た
る
と
判
示
さ
れ
、
そ
し
て
、
政
府
の
行
為
が
、
第
四
修
正
上
の
捜
索
・
押
収
に
該
た
る
と
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
第
四
修
正
上
の
合
理
性
は
、C

（
娃
）

am
ara 

以
後
、
そ
の
捜
索
・
押
収
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
公
共
の
利
益

と
そ
れ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
に
よ
り
判
断
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

C
am

ara
は
、
市
家
屋
条
例
に
基
づ
く
居
住
状
態
の
点
検
の
た
め
の
住
居
へ
の
無
令
状
の
立
入
を
第
四
修
正
上
の
捜
索
に
該
た
る
と
し
た

う
え
で
、
①
点
検
の
た
め
の
立
入
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
裁
判
所
及
び
公
衆
に
受
容
さ
れ
て
き
た
長
い
歴
史
が
あ
る
こ
と
、
②
住
居
の
危
険
状
況

の
除
去
や
減
少
を
求
め
る
強
い
公
共
の
利
益
が
あ
る
こ
と
、
他
の
代
替
策
に
よ
れ
ば
よ
り
妥
当
な
結
果
が
得
ら
れ
る
か
疑
問
で
あ
る
こ
と
、

③
こ
の
検
査
は
、
特
定
の
個
人
を
狙
い
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪
の
証
拠
の
発
見
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
プ
ラ

イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
が
大
き
く
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
三
点
を
衡
量
の
際
に
考
慮
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

　

こ
の
三
点
に
照
ら
し
て
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
捜
索
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
①
の
法
の
受
容
の
長
い
歴
史
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
と
、
最
初
の
関
税
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
一
七
八
七
年
で
あ
り
、
関
税
法
制

定
の
二
ヵ
月
後
に
、
連
邦
議
会
が
第
四
修
正
を
含
め
た
権
利
章
典
を
州
議
会
に
提
案
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
後
も
同
様
の
内
容
を
持
つ
法
律

が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
連
邦
議
会
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
を
認
め
て
い
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
り
（
阿
）、
ま
た
、
長

い
間
、
下
級
審
裁
判
所
も
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
の
例
外
を
認
め
て
き
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
社
会
が
こ
の
よ

う
な
法
を
受
容
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
（
哀
）。

　

次
に
、
②
の
政
府
側
の
有
す
る
公
共
の
利
益
と
し
て
、
不
法
入
国
と
密
輸
の
予
防
が
重
要
で
あ
る
（
愛
）。
ま
た
、
他
の
規
制
方
法
と
し
て
相
当

理
由
に
基
づ
く
令
状
を
要
件
と
す
れ
ば
、
入
国
検
査
及
び
税
関
検
査
は
、
事
前
に
人
と
物
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
は

少
な
く
、
大
量
の
人
と
物
を
対
象
に
迅
速
に
手
続
を
行
う
必
要
が
あ（
挨
）
る
た
め
、
こ
の
分
野
で
の
法
執
行
は
著
し
く
困
難
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。

　

最
後
に
、
③
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
は
、
そ
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
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い
る
の
で
、
通
常
の
捜
索
よ
り
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
は
小
さ
い
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
入
国
検
査
や
税
関
検
査
等
の
国
境
に
於

け
る
定
型
的
な
捜
索
が
行
わ
れ
る
と
の
告
知
が
あ
る
の
で
、
主
観
的
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
は
告
知
の
欠
け
る
場
合
よ
り
小
さ
い
と
解
さ

れ
る
（
姶
）。
ま
た
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
は
、
入
国
者
、
出
国
者
と
い
う
集
団
（class

）
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
の
で
、
特

定
の
個
人
が
選
択
さ
れ
て
捜
索
さ
れ
る
場
合
に
比
較
し
て
、
ス
テ
ィ
グ
マ
が
よ
り
小
さ
い
と
解
さ
れ
る
（
逢
）。

（
三
）　

下
級
審
裁
判
所
は
、
国
境
に
於
け
る
荷
物
検
査
等
の
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
（routine border searches

）
で
は
、
相
当
理
由
の

存
在
と
令
状
入
手
は
要
件
と
な
ら
な
い
旨
、R

am
sey

以
前
か
ら
、
一
貫
し
て
判
示
し
て
き
て
い
る
（
葵
）。

　

こ
の
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
は
、
国
境
に
於
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
国
境
は
、
隣
国
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
や
カ
ナ
ダ
か
ら
の
陸

上
で
の
入
国
地
点
に
限
定
さ
れ
ず
、
船
舶
が
外
国
へ
行
っ
た
後
の
国
内
の
停
泊
地
、
国
際
便
の
着
陸
し
た
空
港
も
機
能
的
に
国
境
と
解
さ

れ
、
定
型
的
手
続
き
た
る
捜
索
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
茜
）。

　

ま
た
、
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
の
対
象
に
は
、
自
動
車
、
船
舶
、
か
ば
ん
、
品
物
、
着
衣
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
、
財
布
、
ポ
ケ
ッ
ト
等
が
含

ま
れ
る
（
穐
）。

（
四
）　

一
九
八
五
年
のM

ontoya de H

（
悪
）

ernandez
は
、
税
関
職
員
が
、
禁
止
薬
物
の
入
っ
た
容
器
を
嚥
下
し
て
消
化
管
に
隠
し
て
密
輸
し

よ
う
と
し
て
い
る
と
の
不
審
事
由
に
基
づ
き
、
身
柄
を
拘
束
し
、
自
然
排
便
を
待
と
う
と
し
、
空
港
到
着
後
、
約
一
六
時
間
後
に
、
Ｘ
線
検

査
、
直
腸
検
査
の
令
状
を
請
求
し
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）　

レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
以
下
の
通
り
判
示
し
た
。

　

合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
は
、
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
を
さ
れ
な
い
権
利
を
保
障
す
る
が
、
捜
索
・
押
収
の
合
理
性
は
、
第
四
修
正
の
保
障

す
る
個
人
の
利
益
と
、
適
法
な
政
府
の
利
益
の
促
進
と
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。

　

合
衆
国
の
建
国
以
来
、
連
邦
議
会
は
、
関
税
の
徴
収
と
禁
制
品
密
輸
の
予
防
の
た
め
、
国
境
に
於
い
て
相
当
理
由
の
欠
け
た
無
令
状
の
定
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型
的
手
続
た
る
捜
索
の
権
限
を
行
政
府
に
認
め
て
き
た
。

　

連
邦
議
会
に
は
、
入
国
者
の
身
体
と
所
持
品
を
検
査
し
、
国
を
保
護
す
る
権
限
が
あ
る
の
で
、
第
四
修
正
上
の
合
理
性
の
バ
ラ
ン
ス
は
、

国
境
に
お
い
て
は
、
国
内
の
バ
ラ
ン
ス
と
は
、
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

入
国
者
の
身
体
と
所
持
品
に
対
す
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
で
は
、
不
審
事
由
の
存
在
、
相
当
理
由
の
存
在
及
び
事
前
の
令
状
入
手
は
、

要
件
と
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
一
種
国
際
郵
便
の
開
披
と
検
査
は
、
相
当
理
由
よ
り
低
い
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
の
判
例
は
、
国
境
の
完
全
性
（the integrity of the border

）
の
保
持
に
対
す
る
懸
念
を
反
映
し
て
い
る
。

　

国
境
に
於
い
て
も
、
入
国
者
に
は
、
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
を
さ
れ
な
い
権
利
が
あ
る
。
し
か
し
、
国
境
に
於
い
て
は
、
国
内
よ
り
プ
ラ

イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
は
縮（
握
）
減
し
、
政
府
の
利
益
と
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
よ
り
政
府
側
に
傾
い
て
い
る
。

　

入
国
者
を
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
以
外
の
目
的
で
身
体
の
押
収
（
＝
身
柄
の
拘
束
）（seizure

）
を
す
る
に
は
、
ど
の
程
度
の
嫌
疑
が
要

件
と
な
る
か
判
示
し
た
最
高
裁
判
例
は
な
い
。

　

当
裁
判
所
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
考
慮
し
て
、
入
国
者
が
禁
制
品
を
消
化
管
に
隠
し
て
密
輸
し
て
い
る
と
の
合
理
的
嫌
疑
が
あ
れ
ば
、
定

型
的
手
続
た
る
捜
索
（
＝
通
常
の
税
関
検
査
で
の
身
柄
の
拘
束
）
の
範
囲
を
超
え
て
、
国
境
に
お
け
る
入
国
者
の
身
柄
の
拘
束
が
で
き
る
と

考
え
る
。
こ
の
合
理
的
嫌
疑
の
基
準
は
、
法
執
行
官
が
、
相
当
理
由
よ
り
低
い
嫌
疑
に
基
づ
き
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
侵
害
を
す
る
際
に
様
々

な
領
域
で
採
用
さ
れ
、
個
人
の
利
益
と
公
共
の
利
益
の
衡
量
に
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
。
禁
制
品
を
嚥
下
し
消
化
管
に
隠
し
て
の
密
輸
の
類

型
に
あ
っ
て
は
、
禁
制
品
が
消
化
管
に
隠
さ
れ
て
い
る
と
の
形
跡
は
外
部
に
判
明
せ
ず
、
逮
捕
又
は
捜
索
の
相
当
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
は

ま
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
境
で
密
輸
を
阻
止
す
る
政
府
の
利
益
は
非
常
に
大
き
い
の
で
、
こ
の
合
理
的
嫌
疑
の
基
準
は
適
切
で
あ
る
。
本

件
で
は
、
被
申
請
人
が
禁
制
品
を
消
化
管
に
隠
し
て
密
輸
し
て
い
る
と
の
合
理
的
嫌
疑
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
本

件
身
柄
の
拘
束
は
第
四
修
正
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
。
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（
２
）　

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
執
筆
の
反
対
意
見
は
、
本
件
身
柄
拘
束
の
よ
う
な
、
よ
り
大
き
な
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
と
な
る
身
柄
拘
束

は
、
相
当
理
由
の
存
在
と
令
状
入
手
が
要
件
と
な
る
と
し
た
。

（
３
）　

本
件
は
、
入
国
者
を
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
以
外
の
目
的
で
身
柄
拘
束
す
る
際
の
要
件
は
、
合
理
的
嫌
疑
と
な
る
旨
判
示
し
た
初

め
て
の
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
で
あ
る
。

（
ⅰ
）　

国
境
に
於
け
る
捜
索
の
例
外
は
、R

am
sey

で
は
、
憲
法
上
の
制
約
の
下
で
誰
と
何
が
国
外
か
ら
国
内
に
入
れ
る
か
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
国
家
主
権
に
そ
の
基
礎
が
あ
る
旨
判
示
さ
れ
た
が
、
本
件
法
廷
意
見
は
、
国
境
の
完
全
性
（the integrity of the border

）
に

対
す
る
懸
念
を
反
映
し
て
い
る
と
す
る
。

（
ⅱ
）　

次
に
、
法
廷
意
見
は
、
国
境
に
於
い
て
は
、
国
内
と
比
較
し
て
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
が
縮
減
す
る
と
し
て
、
比
較
衡
量
の

要
素
と
し
て
い
る
。

　

合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
九
六
七
年
のC

am
ara

で
、
第
四
修
正
の
基
本
目
的
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
保
障
だ
と
判
示
し
た
が
、
同
年
の

K
atz

で
、
ハ
ー
ラ
ン
裁
判
官
が
補
足
意
見
で
述
べ（
渥
）
た
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
主
観
的
期
待
（
事
実
上
の
期
待
）」「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
客

観
的
期
待
（
正
当
な
期
待
、
合
理
的
期
待
）」
の
有
無
と
い
う
基
準
に
照
ら
し
て
、
そ
の
後
の
捜
索
・
押
収
法
の
法
理
が
展
開
さ
れ
て
き
て

い
る
。
こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
事
実
上
他
人
か
ら
干
渉
さ
れ
な
い
状
態
に
あ
る
か
、
本
人
は
他
人
か
ら
干
渉
さ
れ
な
い
と
期
待
し
て

い
る
か
を
判
断
し
、
こ
の
主
観
的
期
待
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
期
待
が
社
会
的
に
見
て
保
護
に
値
す
る
正
当
な
期
待
、

合
理
的
な
期
待
と
い
え
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
件
法
廷
意
見
は
、
国
境
に
於
い
て
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
が
縮
減
す
る
と
判
示
す
る
。
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
縮
減
に
つ
い
て
判

示
し
た
先
例
に
照
ら
し
て
分
析
す
る
と
、
第
一
に
、
国
境
に
お
い
て
は
国
家
主
権
に
基
づ
く
密
入
国
及
び
密
輸
等
の
取
り
締
ま
り
に
関
す
る

広
範
な
規
制
を
す
る
法
律
が
あ
る
こ（
旭
）
と
、
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
密
入
国
及
び
密
輸
等
を
広
範
に
規
制
す
る
政
府
側
の
相
当
量
の
利
益
が
あ
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る
こ（
葦
）
と
を
指
摘
で
き
る
。

（
ⅲ
）　

本
件
で
は
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
に
あ
た
る
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
る
身
柄
の
拘
束
が
争
点
と
な

り
、
法
廷
意
見
は
、
合
理
的
な
嫌
疑
が
要
件
と
な
る
と
判
示
し
た
。

　

ま
ず
、
政
府
側
の
有
す
る
公
共
の
利
益
と
し
て
は
、
密
輸
の
予
防
が
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
禁
止
薬
物
を
嚥
下
し
消
化
管
に
隠
し
て
の
密

輸
と
い
う
巧
妙
な
方
法
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
逮
捕
又
は
捜
索
の
相
当
理
由
が
存
在
す
る
場
合
は
ま
れ
で
あ
る
の
で
、
相
当
理
由
の
存
在
を

要
件
と
す
れ
ば
、
密
輸
の
予
防
と
い
う
法
執
行
の
目
的
は
達
成
が
困
難
と
な
ろ
う
。

　

次
に
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
に
つ
い
て
分
析
す
る
と
、
本
件
で
は
、
身
柄
の
拘
束
時
間
は
、
被
申
請
人
の
搭
乗
し
た
飛
行
機

が
空
港
に
着
陸
し
て
か
ら
約
十
六
時
間
後
に
、
妊
娠
検
テ
ス
ト
、
Ｘ
線
検
査
、
直
腸
検
査
の
令
状
が
請
求
さ
れ
て
お
り
、
身
柄
の
拘
束
が
十

六
時
間
に
及
ん
で
い
る
。
だ
が
、
身
柄
拘
束
時
に
判
明
し
た
事
情
に
よ
れ
ば
、
長
時
間
経
過
前
に
自
然
排
便
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た

が
、
被
申
請
人
が
自
然
の
摂
理
に
反
し
て
排
便
を
我
慢
し
た
た
め
に
身
柄
拘
束
時
間
が
延
び
た
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
点
に
本
件
判
断
の
特

徴
が
あ
ろ
う
。

註（
７
）　

C
arroll v. U

nited States, 267 U
. S. 132 (1925).

（
８
）　

自
動
車
の
例
外
に
つ
き
、
香
川
喜
八
郎
「
自
動
車
に
対
す
る
無
令
状
捜
索
・
押
収
」（
一
・
二
完
）
法
学
新
報
九
四
巻
一
一
＝
一
二
号
一
頁
以

下
・
同
九
五
巻
一
＝
二
号
一
頁
以
下
（
い
づ
れ
も
一
九
八
八
年
）、
洲
見
光
男
「
自
動
車
に
対
す
る
無
令
状
捜
索
・
差
押
の
適
法
性
」
判
例
タ
イ
ム

ズ
八
〇
二
号
五
一
頁
（
一
九
九
三
年
）、
同
「
修
正
四
条
の
保
護
と
『
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
合
理
的
な
期
待
の
減
少
』」
朝
日
法
学
論
集
二
六
号
一
頁

（
二
〇
〇
一
年
）、
清
水
真
「
自
動
車
同
乗
者
の
所
持
品
と
無
令
状
捜
索
・
押
収
」
東
亜
法
学
論
叢
六
号
五
五
頁
等
参
照
。

（
９
）　

U
nited States v. R

am
sey, 431 U

. S. 606 (1977)

（499）
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（
10
）　

U
nited States v. R

am
sey, 538 F. 2d 415 (1976). 

（
11
）　

Terry v. O
hio, 392 U

. S. 1 (1968).
（
12
）　

C
am

ara v. M
unicipal C

ourt, 397 U
. S. 523 (1967)

（
13
）　

L
a Fave, supra note (1) at 194. B

ut see N
ote 77 Yale L

.  J. 1007, at 1011.

（
14
）　

法
の
受
容
に
つ
い
て
、H

. L
. A

. H
art , T

he C
oncept of L

aw
 (1961) 

参
照
。

（
15
）　

N
ote 77 Yale L

. J. 1007, at 1011.

（
16
）　

Ittig, supra note (1) at 331.

（
17
）　

N
ote 77 Yale L

. J. 1007, at 1012.

（
18
）　

Ibid

（
19
）　

L
a Fave, supra note (1), at 189-190.

（
20
）　

L
a Fave, supra note (1)  at 190-191.

（
21
）　

L
a Fave, supra note (1) at 191-183, 267.

（
22
）　

U
nited States v. M

ontoya de H
ernandez, 473 U

. S. 531 (1985). L
engthy D

etention and Invasive Searches at the B
order: In Search 

of the M
agistrate, 28 A

riz. L
. R

ev 331 (1986); N
ote Selton H

all L
. R

ev. 763 (1986),

鈴
木
義
男
編
『
ア
メ
リ
カ
刑
事
判
例
研
究
３
』
二
〇
頁

（
上
野
芳
久
執
筆
）
参
照
。

（
23
）　

C
arroll v. U

nited States 267 U
. S. 132, 154 (1925), F

lorida v. R
oyer, 460 U

. S. 491, 515 (1983) (B
lackm

an, j., dissenting).

（
24
）　

K
atz v. U

nited States., 389 U
. S. 347 (1967).

（
25
）　

South D
akota v. O

pperm
an, 428 U

. S. 364  (1976)

は
、
自
動
車
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
が
縮
減
す
る
根
拠
と
し
て
、
①
自
動
車
の
役

割
が
運
搬
に
あ
る
こ
と
、
②
走
行
中
、
乗
員
や
車
内
に
置
か
れ
た
も
の
が
現
認
さ
れ
る
（in plain view

）
こ
と
、
③
政
府
の
広
範
か
つ
継
続
的
な

法
規
制
を
受
け
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
一
九
七
七
年
鉱
山
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
無
令
状
検
査
を
合
憲
と
し
たD

onovan v. D
ew

ey, 452 U
. S. 594

（1981)

は
、
緊
密
な
規
制
の
対
象
と
さ
れ
た
産
業
上
の
財
産
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
は
縮
減
す
る
と
判
示
す
る
。

（
26
）　

政
府
に
よ
る
緊
密
な
規
制
が
あ
れ
ば
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
が
縮
減
す
る
と
す
れ
ば
、
政
府
は
、
立
法
に
よ
り
随
意
に
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の

期
待
を
減
少
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
あ
る
。

（500）
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国境に於ける自動車の捜索とプライヴァシー

　
　
　

し
か
し
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
客
観
的
期
待
を
判
断
す
る
要
素
は
、
社
会
の
共
通
意
識
で
あ
り
、
法
令
の
内
容
は
、
政
府
側
の
規
制
に
対
す
る
相

当
量
の
利
益
と
共
に
、
社
会
の
共
通
意
識
を
構
成
す
る
一
要
素
だ
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
妥
当
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
註
（
４
）

拙
稿
七
七―

七
八
頁
。

三　

国
境
に
於
け
る
自
動
車
の
捜
索

　

国
境
に
於
け
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
（
通
常
の
税
関
検
査
）
の
範
囲
に
は
、
自
動
車
が
含
ま
れ
る
。

　

二
〇
〇
四
年
のF
（
芦
）

lores-M
ontano 

で
は
、
国
境
に
お
い
て
、
自
動
車
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
外
し
て
分
解
す
る
検
査
が
、
国
境
を
越

え
た
と
の
事
実
が
あ
れ
ば
実
施
が
許
さ
れ
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
に
該
た
る
か
が
争
点
と
さ
れ
た
。

　

ま
ず
、
国
境
に
於
け
る
自
動
車
の
捜
索
が
、
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
に
該
た
る
と
判
示
し
た
下
級
審
の
裁
判
例
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

（
一
）　

Sandoval V

（
鯵
）

agas 

は
、
自
動
車
を
運
転
し
て
の
合
衆
国
へ
の
入
国
者
を
、
税
関
で
、
ま
ず
自
動
車
の
第
一
次
検
査
を
行
い
、
そ
の

中
か
ら
、
相
当
理
由
お
よ
び
合
理
的
嫌
疑
が
欠
け
る
自
動
車
を
選
択
し
て
第
二
次
検
査
を
行
い
、
25
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
マ
リ
ワ
ナ
を
発
見
し
た

事
例
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
身
柄
拘
束
は
長
期
に
及
ん
で
お
ら
ず
、
身
体
に
対
す
る
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
た
捜
索
は
行
わ
れ

て
い
な
い
と
し
た
う
え
で
、
本
件
自
動
車
の
検
査
は
、
国
境
に
於
け
る
典
型
的
な
税
関
検
査
に
当
た
る
の
で
、
相
当
理
由
及
び
合
理
的
嫌
疑

が
欠
け
て
い
て
も
合
憲
だ
と
判
示
し
た
。

（
二
）（
１
）　

U
ribe-G

（
梓
）

ulindo

は
、
自
動
車
の
下
に
身
体
を
置
い
て
修
理
等
に
用
い
る
た
め
の
寝
台
（auto creeper

）
を
利
用
し
て
の
自

動
車
の
下
部
の
目
視
検
査
が
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
捜
索
た
る
通
常
の
税
関
検
査
に
含
ま
れ
、
国
境
を
越
え
た
と
の
事
実
が
あ
れ
ば
許
さ

れ
る
検
査
な
の
か
、
通
常
の
検
査
範
囲
を
超
え
た
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
検
査
な
の
か
が
争
点
と
さ
れ
た
。

（501）
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裁
判
所
は
、
自
動
車
の
下
に
身
体
を
置
い
て
修
理
等
に
用
い
る
寝
台
を
利
用
し
て
の
自
動
車
の
目
視
検
査
が
、
第
四
修
正
上
の
「
捜
索
」

に
該
た
る
と
の
前
提
を
と
っ
た
う
え
で
、
通
常
の
税
関
検
査
で
は
自
動
車
の
内
部
を
検
査
で
き
る
が
、
本
件
の
よ
う
な
自
動
車
の
外
部
の
検

査
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
が
低
い
こ
と
を
理
由
に
、
通
常
の
標
準
的
な
検
査
に
該
た
り
、
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
は
要
件
と
な
ら

な
い
と
判
示
し
た
。

（
２
）　

も
っ
と
も
、
本
件（
圧
）
註
に
も
あ
る
よ
う
に
、
自
動
車
の
下
部
も
含
め
て
自
動
車
の
外
部
は
、
他
者
か
ら
目
視
さ
れ
な
い
と
の
プ
ラ
イ

ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
が
欠
け
る
の
で
、
そ
も
そ
も
第
四
修
正
上
の｢

捜
索｣

に
当
た
ら
ず
、
従
っ
て
、
不
審
事
由
の
存
在
は
要
件
と
な
ら
な
い

と
の
解
釈
の
方
が
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
三
）　

F
lores-M

（
斡
）

ontano

で
は
、
国
境
に
お
い
て
、
自
動
車
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
外
し
て
分
解
す
る
検
査
が
、
国
境
を
越
え
た
と
の

事
実
が
あ
れ
ば
実
施
が
許
さ
れ
る
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
に
該
た
る
か
が
争
点
と
さ
れ
た
。

（
１
）
事
実
の
概
要　

　

被
申
請
人
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ゴ
ン
を
運
転
し
て
、
キ
ャ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
集
南
部
か
ら
合
衆
国
に
入
国
し
よ
う
と
し
た
。
税
関
職
員

は
、
こ
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ゴ
ン
を
税
関
検
査
し
、
被
申
請
人
に
こ
の
車
両
か
ら
離
れ
る
よ
う
求
め
、
こ
の
自
動
車
は
、
第
二
次
検
査
場
へ

と
移
動
さ
れ
た
。

　

第
二
次
検
査
場
で
、
二
次
検
査
担
当
の
税
関
職
員
が
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
た
た
い
て
検
査
し
た
と
こ
ろ
、
中
が
詰
ま
っ
て
い
る
音
が
し

た
。
こ
の
検
査
官
は
、
税
関
と
契
約
し
て
い
る
技
術
者
に
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
自
動
車
か
ら
外
す
よ
う
連
絡
し
、
二
〇
分
後
こ
の
技
術
者
は

到
着
し
た
。
こ
の
技
術
者
は
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
車
体
か
ら
外
し
た
後
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
分
解
し
た
と
こ
ろ
、
三
七
キ
ロ
の
マ
リ
ワ

ナ
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
作
業
に
一
五
分
か
ら
二
五
分
か
か
っ
て
い
る
。

　

大
陪
審
は
、
マ
リ
ワ
ナ
の
不
法
密
輸
罪
の
訴
因
と
頒
布
目
的
の
不
法
所
持
罪
の
訴
因
で
起
訴
し
た
。

（502）



125

国境に於ける自動車の捜索とプライヴァシー
　

被
申
請
人
は
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
自
動
車
か
ら
外
し
て
の
分
解
検
査
は
、
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
と
判
示
し
た

M
olina-T

（
扱
）

arazon

を
引
用
し
、
本
件
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
か
ら
発
見
さ
れ
た
マ
リ
ワ
ナ
の
排
除
を
申
し
立
て
た
が
、
政
府
側
は
、
こ
の

M
olina-Tarazon

は
、
誤
っ
た
判
断
で
あ
る
の
で
先
例
と
な
ら
な
い
旨
主
張
し
た
。

　

D
istrict C

ourt
は
、
本
件
捜
索
は
、
禁
止
薬
物
が
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
内
に
存
在
す
る
と
の
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
と
し

て
、
本
件
マ
リ
ワ
ナ
の
排
除
を
認
容
し
た
。C

ourt of A
ppeals

は
、M

olina-Tarazon

を
引
用
し
て
、D

istrict C
ourt

の
判
断
を
認
容
し

た
。

　

サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
を
認
容
す
る
。

（
２
）
法
廷
意
見　

レ
ン
ィ
ク
ス
ト
裁
判
官
執
筆
。
全
員
一
致
。

　
　
　
　

原
判
断
破
棄
・
差
戻
し

　

M
olina-Tarazon

で
は
、
本
件
と
類
似
す
る
事
案
に
お
い
て
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
自
動
車
か
ら
外
し
て
分
解
す
る
検
査
は
、
合
理
的
嫌

疑
の
存
在
を
要
件
と
し
な
い
国
境
に
於
け
る
定
型
的
な
捜
索
に
該
た
る
か
が
争
点
と
さ
れ
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
な
捜
索
の
範
囲
を
超
え

る
の
で
、
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
と
判
示
さ
れ
た
。

　

本
件  C

ourt of A
ppeals

は
、M

olina-Tarazon 

を
引
用
し
、
こ
の
よ
う
な
検
査
は
、
禁
止
薬
物
が
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
内
部
に
存
在
す

る
と
の
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、C

ourt of A
ppeals

は
、M

ontoya de H
ernandez

の
判
示
か
ら
文
言

を
引
用
し
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
捜
索
に
該
た
れ
ば
、
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
及
び
令
状
入
手
は
要
件
と
な
ら
ず
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的

捜
索
の
範
囲
を
超
え
る
場
合
は
、
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
は
要
件
と
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
に
該
た
る
か
否
か

を
、
新
た
な
利
益
衡
量
に
よ
り
判
断
す
る
と
し
て
、
こ
の
利
益
衡
量
の
基
準
は
、
国
境
に
於
け
る
自
動
車
の
捜
索
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。

　

だ
が
、M

ontoya de H
ernandez

は
、
通
常
の
税
関
検
査
に
お
け
る
身
柄
拘
束
よ
り
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
が
高
い
身
柄
の

（503）
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拘
束
（
＝
身
体
の
捜
索
、searches of person

）
は
、
合
理
的
な
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
旨
判
示
さ
れ
た
事
例
な
の
で
、
こ
の
理
由
付

け
は
、
本
件
の
よ
う
な
国
境
に
於
け
る
自
動
車
の
捜
索
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

第
四
修
正
上
、
本
件
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
捜
索
が
合
理
的
な
も
の
か
否
か
は
、
政
府
側
の
利
益
と
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
利
益
と
の

比
較
衡
量
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。

　

人
の
密
入
国
と
物
の
密
輸
を
予
防
す
る
と
の
政
府
側
の
利
益
は
、
国
境
で
頂
点
と
な
る
。
合
衆
国
は
、
主
権
国
家
と
し
て
、
領
土
の
完
全

性
を
保
持
す
る
固
有
の
権
限
と
利
益
を
有
し
て
い
る
。
国
境
を
保
護
す
る
利
益
が
大
き
い
旨
は
、
密
輸
入
者
が
頻
繁
に
自
動
車
の
燃
料
タ
ン

ク
に
禁
制
品
を
隠
匿
し
て
密
輸
し
て
い
る
と
の
証
拠
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
。

　

被
申
請
人
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
と
財
産
権
の
保
護
と
い
う
、
二
つ
の
第
四
修
正
上
の
利
益
を
主
張
す
る
。

第
一
に
、
自
動
車
の
燃
料
タ
ン
ク
に
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
利
益
が
あ
る
の
で
、
禁
制
品
が
燃
料
タ
ン
ク
内
部
に
存
在
す
る
と
の
嫌
疑
の

欠
け
て
い
る
場
合
、
車
体
か
ら
燃
料
タ
ン
ク
を
外
し
分
解
し
て
の
検
査
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
と
な
る
と
い
う
。

　

し
か
し
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
は
、
国
境
に
於
い
て
縮
減
す
る
。
当
裁
判
所
は
、
わ
が
国
に
入
国
し
よ
う
と
す
る
自
動
車
を
捜
索
で

き
る
と
の
法
理
を
長
年
に
わ
た
り
認
め
て
き（
宛
）
た
。（
国
境
を
越
え
よ
う
と
す
る
旅
行
者
を
、
国
境
に
お
い
て
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
こ
れ
は
自
国
の
保
護
の
た
め
、
入
国
を
求
め
る
入
国
の
権
利
が
あ
る
者
で
あ
る
旨
確
認
し
、
所
持
品
と
し
て
の
携
行
品
が
合
法
に
輸
入

で
き
る
旨
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
）。
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
は
、
燃
料
の
貯
蔵
に
の
み
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の

捜
索
に
伴
う
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
は
、
座
席
部
分
の
捜
索
に
伴
う
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
と
同
等
の
も
の
に
と
ど
ま
る
の
と
解
さ
れ

る
。

　

第
二
に
、
第
四
修
正
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
利
益
と
同
様
、
財
産
権
を
保
護
す（
姐
）
る
が
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
車
体
か
ら
の
着
脱
と
分

解
、
組
み
立
て
は
、
自
動
車
を
損
傷
す
る
の
で
、
財
産
上
の
損
害
が
あ
る
と
い
う
。
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だ
が
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
車
体
か
ら
の
脱
着
と
分
解
、
組
み
立
て
を
す
る
と
自
動
車
に
重
大
な
損
傷
が
生
じ
る
旨
、
又
は
、
こ
の
分
解

組
み
立
て
が
財
産
の
破
壊
に
あ
た
る
と
の
主
張
が
欠
け
て
い
る
。
む
し
ろ
、
本
件
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
車
体
か
ら
の
脱
着
と
分
解
、
組
み
立

て
を
し
て
の
捜
索
は
、
自
動
車
の
安
全
性
や
運
転
に
害
を
与
え
ず
に
原
状
回
復
で
き
る
、
短
時
間
の
検
査
手
続
だ
と
解
さ
れ
る
。

　

ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
車
体
か
ら
外
し
、
分
解
し
組
み
立
て
る
際
の
運
転
手
へ
の
財
産
上
の
利
益
へ
の
干
渉
は
小
さ
く
、
政
府
側
の
ガ
ソ
リ

ン
タ
ン
ク
を
検
査
し
て
禁
止
薬
物
の
密
輸
を
予
防
す
る
利
益
は
圧
倒
的
に
大
き
い
。
従
っ
て
、
嫌
疑
の
存
在
を
要
件
と
し
な
い
通
常
の
税
関

検
査
と
し
て
、
国
境
に
於
い
て
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
車
体
か
ら
外
し
、
分
解
し
て
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
検
査
は
許
さ
れ
る
。

（
３
）（
ⅰ
）　

本
件
は
、
国
境
に
お
い
て
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
外
し
分
解
し
て
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
検
査
は
、
嫌
疑
の
存
在
を

要
件
と
し
な
い
通
常
許
さ
れ
る
税
関
検
査
と
し
て
許
さ
れ
る
旨
判
示
し
た
、
初
の
合
衆
国
最
高
裁
の
判
断
で
あ
る
。

（
ⅱ
）　

本
件C

ourt of A
ppeals

は
、M

olina-Tarazon

を
引
用
し
て
、
国
境
に
於
い
て
自
動
車
の
車
体
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
外
し
、

分
解
し
て
行
う
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
検
査
は
、
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
る
と
し
て
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
内
部
に
禁
止
薬
物
が
存

在
す
る
と
の
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
と
判
示
し
て
い
る
。

（
ⅲ
）　

そ
こ
で
、M

olina-Tarazon

の
判
断
を
分
析
し
て
お
こ
う
。

　

M
olina-Tarazon

で
は
、
本
件
と
類
似
す
る
事
案
に
お
い
て
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
自
動
車
か
ら
外
し
て
分
解
す
る
検
査
は
、
合
理
的
嫌

疑
の
存
在
を
要
件
と
し
な
い
国
境
に
於
け
る
定
型
的
な
捜
索
に
該
た
る
か
が
争
点
と
さ
れ
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
検
査
は
、
通
常
の
税
関
検

査
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
で
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
に
禁
止
薬
物
の
存
在
す
る
と
の
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
と
判
示
し
た
。

　

法
廷
意
見
は
、M

ontoya de H
ernandez

の
判
示
か
ら
文
言
を
引
用
し
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
捜
索
に
該
た
れ
ば
、
合
理
的
嫌
疑
の

存
在
及
び
令
状
入
手
は
要
件
と
な
ら
ず
、
国
境
に
於
け
る
定
型
的
捜
索
の
範
囲
を
超
え
る
場
合
は
、
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
は
要
件
と
な
ら
な

い
と
い
う
。
そ
し
て
、
定
型
的
手
続
た
る
捜
索
に
該
た
る
か
否
か
を
、
新
た
な
利
益
衡
量
に
よ
り
判
断
す
る
と
し
て
、
こ
の
利
益
衡
量
の
基
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準
は
、
国
境
に
於
け
る
自
動
車
の
捜
索
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
る
と
す
る
判
断
す
る
要
素
と
し
て
、
第
一
に
、
燃
料
タ
ン
ク
を
車
体
か
ら
外
し
、
分
解
す
る

際
に
物
理
的
強
制
力
の
行
使
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
本
件
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
車
体
か
ら
の
取
り
外
し
及
び
分
解
に
よ
り
、
ガ
ソ
リ
ン
タ

ン
ク
に
損
傷
を
与
え
る
危
険
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
車
体
よ
り
取
り
外
し
、
分
解
後
、
再
度
組
み
立
て
装

着
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
動
車
の
安
全
に
対
す
る
懸
念
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
、
主
観
的
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
侵
害
に
な
る
と
の
三
点
を
挙
げ

て
い
る
。

（
ⅳ
）　

本
件
の
よ
う
な
、
自
動
車
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
外
し
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
分
解
し
て
の
検
査
が
国
境
に
於
け
る
定
型
的
な

捜
索
た
る
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、M

olina-Tarazon

は
、
身
体
（person

）
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ

シ
ー
と
自
動
車
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
が
類
似
し
て
い
る
と
の
前
提
で
、
身
体
に
関
す
る
捜
索
や
身
柄
の
拘
束
に
つ
い
て
の
先
例
や
基
準
が
、

自
動
車
の
捜
索
に
も
適
用
さ
れ
る
と
の
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
自
動
車
は
、
移
動
性
が
あ
る
点
は
身
体
と
類
似
す
る
が
、
自
動
車
の
役
割
が
運
搬
に
あ
る
こ
と
、
安
全
性
確
保
等
の
た
め
の
政

府
の
広
範
な
法
規
制
を
受
け
る
こ
と
等
の
点
で
、
お
よ
そ
身
体
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
自
動
車
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
即
し
た
分
析
を
し
て

基
準
を
設
定
す
べ
き
だ
と
し
たF

lores-M
ontano

の
ア
プ
ロ
ウ
チ
の
ほ
う
が
説
得
的
で
あ
ろ
う
。

（
四
）　

F
lores-M

ontano

で
は
、
自
動
車
の
車
体
か
ら
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
外
し
、
分
解
し
て
手
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
検
査
は
、
通
常

の
税
関
検
査
の
範
囲
に
含
ま
れ
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
中
に
禁
止
薬
物
の
存
在
す
る
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
は
、
要
件
と
さ
れ
な
い
と
判
示
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
通
常
の
税
関
検
査
を
超
え
た
検
査
と
な
り
、
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
か
に
関
し
て

は
、
今
後
の
判
断
に
残
さ
れ
た
。

　

こ
れ
に
関
し
、
下
級
審
の
裁
判
例
が
あ
る
の
で
検
討
し
て
お
こ
う
。
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（
１
）　

C

（
虻
）

arreon

は
、
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
・
ト
ラ
ッ
ク
で
キ
ャ
ン
パ
ー
を
牽
引
し
て
禁
止
薬
物
の
供
給
国
あ
る
メ
キ
シ
コ
か
ら
合
衆
国
へ
入

国
し
た
と
こ
ろ
、
税
関
職
員
の
質
問
検
査
に
対
し
、
落
ち
着
か
な
い
様
子
が
あ
っ
た
こ
と
、
キ
ャ
ン
パ
ー
の
外
板
の
ボ
ル
ト
の
ナ
ッ
ト
に
最

近
外
さ
れ
た
後
が
あ
る
こ
と
、
キ
ャ
ン
パ
ー
の
外
板
と
内
壁
と
の
間
に
大
き
な
空
間
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
空
間
の
あ
る
付
近
を
た
た
く
と
上

部
は
空
洞
で
、
下
部
は
中
が
詰
ま
っ
て
い
る
音
が
し
た
こ
と
か
ら
、
キ
ャ
ン
パ
ー
の
外
板
と
内
壁
の
間
に
禁
止
薬
物
の
存
在
す
る
合
理
的
嫌

疑
が
存
在
す
る
と
し
て
、
こ
の
部
分
の
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
て
の
内
部
検
査
を
合
憲
と
判
示
し
た
事
例
で
あ
る
。

（
２
）　

R

（
飴
）

obles

は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
シ
リ
ン
ダ
ー
が
空
路
輸
送
さ
れ
、
空
港
の
税
関
に
身
分
証
を
持
参
し
た
受
取
人
が
現
れ
た
が
、
こ

の
シ
リ
ン
ダ
ー
に
経
済
取
引
上
の
価
値
が
な
く
、
無
保
険
で
輸
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
発
送
国
は
禁
止
薬
物
の
供
給
国
で
あ
る
こ
と
、
受
取

人
の
住
所
が
見
せ
か
け
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
受
荷
証
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
シ
リ
ン
ダ
ー
の
価
値
よ
り
輸
送
費
の
方
が
高
額
で
あ
る
こ

と
、
シ
リ
ン
ダ
ー
を
た
た
い
て
検
査
し
た
と
こ
ろ
、
両
端
は
中
が
詰
ま
っ
て
い
る
音
が
し
た
が
中
央
部
は
中
空
の
音
が
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

内
部
に
禁
止
薬
物
の
存
在
す
ら
合
理
的
嫌
疑
が
存
在
す
る
と
し
て
、
シ
リ
ン
ダ
ー
を
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
て
の
検
査
が
合
憲
と
判
示
さ
れ

た
。

（
３
） 　

R

（
絢
）

ivas

は
、
自
動
車
運
搬
用
ト
レ
イ
ラ
ー
を
運
転
し
て
合
衆
国
に
入
国
し
よ
う
と
し
、
税
関
職
員
が
、
麻
薬
取
締
り
用
の
訓
練
を

受
け
た
麻
薬
取
り
締
ま
り
犬
を
利
用
し
た
税
関
検
査
を
し
、
ト
レ
イ
ラ
ー
の
車
枠
に
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
て
の
検
査
の
合
憲
性
が
争
点
と
さ

れ
た
事
例
で
あ
る
。

　

法
廷
意
見
は
、
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
て
の
検
査
は
、
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
た
検
査
で
あ
る
の
で
、
車
枠
の
内
部
に
禁
止
薬
物

の
存
在
す
る
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
と
判
示
し
た
。
本
件
麻
薬
取
り
締
ま
り
犬
は
、
ト
レ
ー
ラ
ー
の
車
枠
の
前
で
、
薬
物
が
あ

る
と
感
じ
た
と
き
に
行
う
引
っ
か
い
た
り
噛
も
う
と
す
る
反
応
（alert

）
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
箇
所
に
鼻
を
向
け
、
停
止
し
注
意
を
向

け
、
検
査
を
継
続
す
る
反
応
（cast

）
を
し
た
。
本
件
麻
薬
取
り
締
ま
り
犬
の
反
応
が
、
禁
止
薬
物
が
そ
の
車
枠
の
内
部
に
存
在
す
る
と
の
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合
理
的
嫌
疑
に
あ
た
る
と
の
挙
証
責
任
を
果
た
し
て
な
い
と
し
て
、
本
件
検
査
を
違
憲
と
判
示
し
た
。

（
４
）　

以
上
の
裁
判
例
は
、
ド
リ
ル
に
よ
る
穴
を
開
け
て
の
税
関
検
査
は
、
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
、
そ
こ
に
禁
止
薬
物
等
の

存
在
す
る
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
旨
判
示
し
て
い
る
。　

　

ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
て
の
検
査
は
、
物
理
的
強
制
力
の
行
使
が
あ
る
点
は
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
自
動
車
か
ら
外
し
、
分
解
し
て
の
検
査

と
類
似
す
る
が
、
他
方
で
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
外
し
、
分
解
し
て
の
検
査
は
、
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
再
度
組
み
立
て
、
装
着
し
て
の
原
状

回
復
が
で
き
る
が
、
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
て
の
検
査
は
、
原
状
回
復
が
不
可
能
に
な
る
点
で
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ―

の
侵
害
の
程
度
は
、
通
常

の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

註（
27
）　

U
nited States v. F

lores-M
ontano, 541 U

. S. 149 (2004).

（
28
）　

U
nited States v. Salvador Vargas, 854 F. 2d 1132 (1988).

（
29
）　

U
nited States v. U

ribe-G
alindo, 990 F. 2d 522 (1993).

（
30
）　

U
nited States v. U

ribe-G
alindo, at 524, note (2).

（
31
）　

U
nited States v. F

lores-M
ontano 541 U

. S. 149 (2004).

（
32
）　

U
nited States v. M

olina-Tarazon, 279 F. 3d 709 (2002).

（
33
）　

C
aroll v. U

nited States, 267 U
. S. 132, 184 (1925).

（
34
）　

Soldal v. C
ook C

ounty, 506 U
. S. 56, 62 (1992)

（
35
）　

U
nited States v. C

arreon, 872 F. 2d 1436 (1989)

（
36
）　

U
nited States v. R

obles, 45 F. 3d 1 (1995)

（
37
）　

U
nited States v. R

ivas, 157 F. 3d 364 (1998)

（508）



131

国境に於ける自動車の捜索とプライヴァシー

四　

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
国
境
に
於
け
る
捜
索
に
関
す
る
合
衆
国
の
判
例
法
理
の
展
開
を
概
観
し
分
析
を
加
え
た
。
合
衆
国
で
は
、
こ
の
国
境
に
於
け

る
捜
索
の
分
野
で
も
、
そ
の
捜
索
・
押
収
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
公
共
の
利
益
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
利
益

と
の
比
較
衡
量
に
よ
り
そ
の
要
件
が
決
定
さ
れ
る
。
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
内
に
相
当
す
る
国
境
に
於
け
る
捜
索
は
、
国
境
を
越
え
た
と

の
事
実
が
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
。
ま
た
、
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
た
検
査
に
当
た
る
場
合
は
、
そ
こ
に
禁
止
薬
物
等
の
存
在
す
る
と

の
合
理
的
嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
。

　

国
境
に
於
い
て
、
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
を
車
両
か
ら
外
し
、
分
解
し
て
行
わ
れ
る
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
の
検
査
は
、
一
方
で
、
ガ
ソ

リ
ン
タ
ン
ク
に
隠
蔽
し
て
の
禁
止
薬
物
の
密
輸
防
止
の
利
益
が
大
き
く
、
他
方
、
自
動
車
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
は
、
身
体
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ

シ
ー
と
は
異
な
り
縮
減
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
国
境
に
お
い
て
は
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
期
待
が
縮
減
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
通
常
の
税
関
検

査
の
範
囲
に
含
ま
れ
、
国
境
を
越
え
た
と
の
事
実
が
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
。

　

自
動
車
の
車
体
等
に
ド
リ
ル
で
穴
を
開
け
て
の
検
査
が
、
通
常
の
税
関
検
査
の
範
囲
を
超
え
、
そ
こ
に
禁
止
薬
物
等
の
存
在
す
る
合
理
的

嫌
疑
の
存
在
が
要
件
と
な
る
か
に
関
し
て
は
、
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
最
高
裁
判
例
の
展
開
を
期
待
し
た
い
。
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